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青 梅 市 自 立 支 援 ・ 重 度 化 防 止 に 向 け た ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の ガ イ

ド ラ イ ン  

 

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 質 向 上 を 通 じ て 、 利 用 者 の 自 立 支 援 ・ 重 度

化 防 止 を 図 る た め 、 「 青 梅 市 自 立 支 援 ・ 重 度 化 防 止 に 向 け た ケ ア

マ ネ ジ メ ン ト の ガ イ ド ラ イ ン 」（以 下「 ガ イ ド ラ イ ン 」と い う 。）

を 定 め ま す 。  

１  ガ イ ド ラ イ ン 作 成 の 目 的  

介 護 保 険 法 第 1 条 （ 目 的 ） に お い て 、 「 要 介 護 者 等 が 尊 厳 を

保 持 し 、 そ の 有 す る 能 力 に 応 じ た 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ と

が で き る よ う （ 中 略 ） 国 民 の 保 健 医 療 向 上 及 び 福 祉 の 増 進 を 図

る こ と を 目 的 と す る 」 （ 下 記 、 介 護 保 険 法 参 照 ） 」 と 規 定 さ れ

て い ま す 。  

そ の た め に は 、 要 介 護 者 、 要 支 援 者 、 事 業 対 象 者 （ 以 下 「 利

用 者 」と い う 。）お よ び 家 族 を 支 え る 介 護 支 援 専 門 員（ 以 下「 ケ

ア マ ネ ジ ャ ー 」と い う 。）や 介 護 サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 者（ 以

下 「 事 業 者 」 と い う 。 ） に よ る 、 適 切 か つ 質 の 高 い ケ ア マ ネ ジ

メ ン ト が 重 要 で す 。  

そ こ で 、 青 梅 市 で は 、 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 適 正 化 や 質 の 向 上

を 通 じ て 、 介 護 保 険 制 度 の 基 本 理 念 で あ る 「 自 立 支 援 」 や 「 重

度 化 防 止 」 等 を 実 現 で き る よ う 、 本 ガ イ ド ラ イ ン を 策 定 し ま し

た 。  
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介 護 保 険 法  第 一 条 （ 目 的 ）  

こ の 法 律 は 、 加 齢 に 伴 っ て 生 ず る 心 身 の 変 化 に 起 因 す る 疾 病

等 に よ り 要 介 護 状 態 と な り 、入 浴 、排 せ つ 、食 事 等 の 介 護 、機

能 訓 練 並 び に 看 護 及 び 療 養 上 の 管 理 そ の 他 の 医 療 を 要 す る 者

等 に つ い て 、 こ れ ら の 者 が 尊 厳 を 保 持 し 、 そ の 有 す る 能 力 に

応 じ 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う 、 必 要 な 保 険

医 療 サ ー ビ ス 及 び 福 祉 サ ー ビ ス に 係 る 給 付 を 行 う た め 、 国 民

の 共 同 連 帯 の 理 念 に 基 づ き 介 護 保 険 制 度 を 設 け 、 そ の 行 う 保

険 給 付 等 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め 、 も っ て 国 民 の 保 健 医 療

の 向 上 及 び 福 祉 の 増 進 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  



 

- 4 - 
 

２  ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 定 義  

東 京 都 が 、 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 に 作 成 し た 「 保 険 者 と 介 護 支 援

専 門 員 が 共 に 行 う ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 質 の 向 上 ガ イ ド ラ イ

ン 」 で は 、 「 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト と は 、 高 齢 者 が 自 立 し た 生 活

を 営 む と い う 目 的 の た め に 、 高 齢 者 の 現 状 や 自 立 し た 日 常 生

活 に 向 け た 希 望 を 十 分 に 把 握 し 、 そ れ を 踏 ま え て そ の 人 に と

っ て 最 も ふ さ わ し い サ ー ビ ス が 利 用 で き る よ う 支 援 す る 仕 組

み で あ る 」 と 定 め て い ま す 。  

住 み 慣 れ た 地 域 で 、 利 用 者 が 最 後 ま で 自 分 ら し い 自 立 し た 日

常 生 活 を 送 る た め に は 、 利 用 者 等 を 支 え る チ ー ム が 多 職 種 に わ

た る 連 携 や 協 働 、 地 域 資 源 （ フ ォ ー マ ル お よ び イ ン フ ォ ー マ ル

サ ー ビ ス ） の 収 集 や 活 用 を 行 い 、 医 療 ・ 介 護 ・ 予 防 ・ 住 ま い ・

生 活 支 援 等 の 多 様 な サ ー ビ ス を 一 体 的 に 提 供 で き る よ う 、 ケ ア

マ ネ ジ メ ン ト を 推 進 し て い く こ と が 重 要 で す 。  

 

３  自 立 支 援 ・ 重 度 化 防 止 に 向 け て  

自 立 支 援 ・ 重 度 化 防 止 の 推 進 に あ た っ て は 、 ま ず 利 用 者 本 人

の 自 己 決 定 の 尊 重 が 重 要 で す 。  

そ の た め 、 「 本 人 の 希 望 す る 生 活 」 の 意 向 を ふ ま え て 、 そ れ

を 阻 害 す る 要 因 （ 個 人 ・ 環 境 ） の 抽 出 を 含 め た ア セ ス メ ン ト に

基 づ き 、 個 人 の 意 思 を 確 認 し な が ら ケ ア プ ラ ン を 作 成 し ま す 。 

そ の 際 、 「 利 用 者 の 意 向 ・ 要 望 を 全 て 受 け 入 れ る こ と が 、 本

人 に と っ て 最 善 の ケ ア プ ラ ン と は 限 ら な い 」 、 と い う こ と に 注

意 が 必 要 で す 。 特 に 実 際 の 状 態 と 乖 離 し た 意 向 が あ る 場 合 に は 、

そ の 理 由 を 解 明 し 、 本 人 の 現 状 認 識 を 深 め る 働 き か け を 行 い な

が ら 、 意 思 決 定 を 支 援 す る 必 要 が あ り ま す 。  

中 で も 、 自 立 に お い て 本 人 の 意 欲 が 重 要 な 要 因 で あ る こ と を

考 え る と 、自 立 に 向 け た 意 欲 を 喪 失 し て い る 場 合 は 、そ の 理 由・

原 因 の 解 明 や 、 本 人 の 想 い を 引 き 出 し 、 意 欲 を 高 め る 方 法 を 一

緒 に 検 討 す る こ と が 必 要 で す 。  

そ し て 、 自 立 は 一 度 で 成 し 得 る こ と で は な く 、 環 境 と の 継 続

的 な 交 互 作 用 を 通 じ て 可 能 に な り ま す 。 そ の た め 、 将 来 を 見 越
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し た ケ ア プ ラ ン を 作 成 す る と と も に 、 高 齢 者 の 自 立 を 可 能 に す

る 家 族 や 地 域 に し て い く た め の 働 き か け に つ い て も 検 討 す る

必 要 が あ り ま す 。  

※ 平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ９ 日  厚 生 労 働 省 介 護 保 険 最 新 情 報  

v o l . 6 8 5「 多 職 種 に よ る 自 立 に 向 け た ケ ア プ ラ ン に 係 る 議 論

の 手 引 き 」 か ら 一 部 引 用  

( 1 )  ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の プ ロ セ ス  

利 用 者 の 自 立 支 援 に 資 す る ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 実 施 に お い

て は 、計 画（ Ｐ Ｌ Ａ Ｎ ）、実 行（ Ｄ Ｏ ）、評 価（ Ｃ Ｈ Ｅ Ｃ Ｋ ）、

改 善 （ Ａ Ｃ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ ） の ４ つ の 段 階 で 構 成 さ れ る Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ

イ ク ル を 多 職 種 で 構 成 す る チ ー ム で 繰 り 返 し て い き 、 改 善 さ

せ て い く こ と が 重 要 で す （ 図 １ 参 照 )。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

≪ 図 １  ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の プ ロ セ ス ≫  
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ア  ア セ ス メ ン ト  
ア セ ス メ ン ト は 、 生 活 全 般 に 関 わ る 情 報 を 、 収 集 ・ 分 析

し 、 利 用 者 の ニ ー ズ を 明 確 に す る 過 程 で す 。  

【 ポ イ ン ト 】  

利 用 者 ニ ー ズ の 明 確 化 に あ た り 、 専 門 職 は 利 用 者 の 要

望 を 丁 寧 に ヒ ア リ ン グ す る だ け で な く 、 介 護 保 険 法 の 趣

旨 （ 自 立 支 援 や 重 度 化 防 止 、 適 正 利 用 等 ） を 説 明 し な が

ら 、 利 用 者 か ら こ れ ま で の 生 き 方 や 求 め て い る 生 活 、 大

切 に し た い こ と 、 充 実 感 や 満 足 感 の 高 か っ た 体 験 談 ・ エ

ピ ソ ー ド 等 を 聞 い た う え で 、 「 生 き が い や 楽 し み を も っ

た 自 分 ら し い 生 活 」 （ 青 梅 市 の 自 立 の 考 え 方 ） を 意 識 し

て も ら う こ と に 努 め ま し ょ う 。  

ま た 、 得 ら れ た 情 報 を 活 用 し な が ら 予 後 予 測 の 見 立 て

を 行 い 、 目 標 や サ ー ビ ス の 優 先 順 位 等 を 検 討 し ま し ょ

う 。  

イ  ケ ア プ ラ ン （ 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 ） 原 案 の 作 成  
利 用 者 の 人 権 や 主 体 性 を 尊 重 し 、 利 用 者 等 の ニ ー ズ を 踏

ま え な が ら 、 利 用 可 能 な 社 会 資 源 を 活 用 し た 居 宅 サ ー ビ ス

計 画 （ 以 下 「 ケ ア プ ラ ン 」 と い う 。 ） 原 案 を 作 成 し ま す 。  

【 ポ イ ン ト 】  

利 用 者 の 人 権 や 主 体 性 を 尊 重 し つ つ 、 ア セ ス メ ン ト か

ら 得 た 情 報 を 専 門 職 の 視 点 で 分 析 し ま し ょ う 。 そ の う え

で 利 用 者 等 と 相 談 し な が ら 、 短 期 ・ 長 期 の 目 標 の 連 動 性

と 達 成 の 可 能 性 の あ る 具 体 的 な 目 標 設 定 （ 期 間 の 考 慮 を

含 む ） を 行 い 、 サ ー ビ ス 導 入 に よ る 自 立 支 援 の 可 能 性 等

を 検 討 し ま し ょ う 。 利 用 者 等 に サ ー ビ ス へ の 強 い 要 望 が

あ る 場 合 で あ っ て も 、 サ ー ビ ス 導 入 の 根 拠 を 明 確 に し つ

つ 、 専 門 職 と し て の プ ラ ン ニ ン グ に 心 掛 け ま し ょ う 。  

ウ  サ ー ビ ス 担 当 者 会 議  
サ ー ビ ス に 携 わ る 担 当 者 が 協 働 ・ 連 携 し 、 チ ー ム で 利 用

者 等 や サ ー ビ ス 担 当 者 か ら の 意 見 を も と に 、 原 案 を 修 正
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し 、 総 合 的 な 援 助 方 針 を 決 定 し 、 目 標 を 共 有 化 し ま す 。  

【 ポ イ ン ト 】  

サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 は 、 ケ ア マ ネ ジ ャ ー や 事 業 者 、 利

用 者 等 が 支 援 の 方 向 性 を 確 認 し 、 共 通 の 認 識 を 持 つ 貴 重

な 場 で す 。 顔 の 見 え る 関 係 を 作 る と と も に 、 話 し 合 い を

通 じ て 、 「 チ ー ム で 支 え る 」 と い う 視 点 を 持 ち な が ら 、

利 用 者 等 と 「 自 立 支 援 ・ 重 度 化 防 止 」 を 意 識 し た 目 標 の

理 解 を 深 め あ う よ う に し ま し ょ う 。  

エ  利 用 者 へ の 説 明 と 同 意 （ ケ ア プ ラ ン の 確 定 ・ 交 付 ）  
作 成 し た ケ ア プ ラ ン を 利 用 者 等 へ 説 明 の う え 同 意 を 得

て 、そ の 後 、利 用 者 等 お よ び 各 事 業 者 へ 交 付 し ま す 。ま た 、

各 事 業 者 が ケ ア プ ラ ン に 基 づ い て 作 成 し た 個 別 支 援 計 画 と

の 整 合 性 を 確 認 し ま す 。  

【 ポ イ ン ト 】  

利 用 者 等 へ の 説 明 に あ た っ て は 、 利 用 者 等 を 支 え る チ

ー ム が 、 同 じ 目 標 に 向 か っ て 共 に 取 り 組 む 姿 勢 に あ る こ

と を 感 じ て も ら え る よ う に し ま し ょ う （ 図 １ ① か ら 続 く

重 層 的 な 説 明 ） 。  

オ  サ ー ビ ス の 提 供  
計 画 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 個 別 の プ ロ グ ラ ム を 提 供 し ま

す 。 利 用 者 の 心 身 の 状 況 や 実 施 内 容 等 を 記 録 し 、 チ ー ム で

共 有 の う え 、 次 回 の サ ー ビ ス に 活 か せ る よ う に し ま す 。  

【 ポ イ ン ト 】  

サ ー ビ ス の 提 供 に お い て は 、 自 立 支 援 ・ 重 度 化 防 止 に

向 け て 、 「 自 分 で で き る こ と 」 を 大 切 に し て 、 適 正 な 介

護 量 を 見 定 め な が ら 支 援 し ま し ょ う 。 ま た 、 利 用 者 等 の

支 援 に 関 わ る チ ー ム の 全 員 が 、 計 画 に 定 め た （ 自 分 ら し

い 生 活 に 向 け た ） 目 標 を 理 解 し 、 サ ー ビ ス の 提 供 を 通 じ

て 得 た 情 報 を 共 有 し な が ら 、 利 用 者 へ 動 機 づ け を 行 う こ

と が 重 要 で す 。  

カ  モ ニ タ リ ン グ  
サ ー ビ ス の 利 用 開 始 時 は 、 利 用 者 等 の サ ー ビ ス へ の 適 応
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状 況 を 把 握 し 、 サ ー ビ ス の 継 続 時 は 事 前 に 設 定 し た 目 標 の

達 成 度 や 効 果 の 検 証 が 必 要 で す 。 必 要 に 応 じ て 再 ア セ ス メ

ン ト （ 図 １ ① に 戻 る ） を 行 い 、 モ ニ タ リ ン グ を 繰 り 返 し な

が ら ケ ア プ ラ ン を 評 価 し 、 適 切 な サ ー ビ ス 計 画 へ 見 直 し ま

す 。  

【 ポ イ ン ト 】  

状 態 や 環 境 の 変 化 （ 気 づ き ） を 多 職 種 間 で 共 有 す る な

ど 、 チ ー ム 全 員 が モ ニ タ リ ン グ に 関 わ る こ と で 、 き め 細

か な ケ ア マ ネ ジ メ ン ト に つ な が り ま す 。 利 用 者 等 へ の フ

ィ ー ド バ ッ ク を 含 め た モ ニ タ リ ン グ を 通 じ て 、 利 用 者 等

の 目 標 へ の 理 解 、 信 頼 関 係 の 醸 成 、 チ ー ム の 関 係 強 化 を

図 り ま し ょ う 。  

 

( 2 )  介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 類 型 と 考 え 方  

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の プ ロ セ ス に つ い て は 、 利 用 者

の 状 況 や 、 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト お よ び ア セ ス メ ン ト の 結 果 、

本 人 の 希 望 す る 生 活 や サ ー ビ ス 等 を 踏 ま え て 、 従 来 か ら の 介

護 予 防 支 援 の マ ネ ジ メ ン ト の プ ロ セ ス に 沿 っ た 上 で 、 以 下 の

よ う な 類 型 を 利 用 者 の 状 況 に 応 じ て 実 施 し ま す 。 （ 平 成 ２ ７

年 ６ 月 ５ 日 付 厚 生 労 働 省 「 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業

に お け る 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト （ 第 １ 号 介 護 予 防 支 援 事

業 ）の 実 施 及 び 介 護 予 防 手 帳 の 活 用 に つ い て 」よ り 一 部 引 用 。） 

ア  ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ａ （ 原 則 的 な 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン

ト の プ ロ セ ス ）  
現 行 の 予 防 給 付 に 対 す る 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト と 同

様 、 ア セ ス メ ン ト に よ っ て ケ ア プ ラ ン 原 案 を 作 成 し 、 サ ー

ビ ス 担 当 者 会 議 を 経 て 決 定 す る 。 モ ニ タ リ ン グ に つ い て は

少 な く と も ３ ヶ 月 ご と に 行 い 、 利 用 者 の 状 況 等 に 応 じ て サ

ー ビ ス の 変 更 も 行 う こ と が 可 能 な 体 制 を と っ て お く 。  

イ  ケ ア マ ネ ジ メ ン ト Ｃ （ 簡 易 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト ）  
ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 結 果 、 利 用 者 本 人 が 自 身 の 状 況 、 目

標 の 達 成 等 を 確 認 し 、 住 民 主 体 の サ ー ビ ス 等 を 利 用 す る 場
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合 に 実 施 す る 。 初 回 の み 、 簡 略 化 し た 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ

メ ン ト の プ ロ セ ス を 実 施 し 、 ケ ア プ ラ ン 原 案 の 結 果 （ 「 目

標 と す る 生 活 」「現 状 の 状 態・本 人 お よ び 家 族 の 希 望 」「課

題（ 背 景・原 因 ）」「目 標 に 向 け た 具 体 的 提 案 と 実 施 方 針 」

等 を 記 載 ） を 利 用 者 に 説 明 し 、 理 解 を 得 た 上 で 、 住 民 主 体

の 支 援 等 に つ な げ る 。 そ の 後 は 、 モ ニ タ リ ン グ 等 は 行 わ な

い 。  

( 3 )  ケ ア マ ネ ジ ャ ー お よ び 主 任 介 護 支 援 専 門 員 に 求 め ら れ る

こ と  

ア  ケ ア マ ネ ジ ャ ー  
前 記 の ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の プ ロ セ ス を 推 進 し て い く う え

で 、 主 に 「 自 立 し た 日 常 生 活 へ の 配 慮 」 「 公 正 中 立 」 「 多

職 種 の 連 携 」 「 継 続 的 な 技 能 の 向 上 」 と い っ た ４ つ の 視 点

を 持 つ こ と が 重 要 で す 。 （ 青 梅 市 指 定 居 宅 介 護 支 援 等 の 事

業 の 人 員 お よ び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 を 参 照 。 ）  

( ｱ )  自 立 し た 日 常 生 活 へ の 配 慮  

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト は 、 利 用 者 が 可 能 な 限 り 居 宅 に お い

て そ の 有 す る 能 力 に 応 じ 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ と が

で き る よ う に 配 慮 す る 必 要 が あ り ま す 。  

( ｲ )  公 正 中 立  

サ ー ビ ス 等 が 特 定 の 種 類 ま た は 特 定 の 事 業 者 も し く は

施 設 に 不 当 に 偏 る こ と の な い よ う 、 公 正 か つ 誠 実 に そ の

業 務 を 行 う こ と が 求 め ら れ ま す 。 ま た 事 業 者 を 選 定 す る

際 は 、 利 用 者 等 の 置 か れ た 状 況 を 考 慮 し な が ら 、 目 標 達

成 に 適 し た 事 業 所 を 利 用 者 等 と 検 討 し ま し ょ う 。  

( ｳ )  多 職 種 の 連 携  

利 用 者 の 自 立 支 援・重 度 化 防 止 を 進 め て い く た め に は 、

多 様 な 専 門 職 が 協 働 ・ 連 携 し て サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と

が 不 可 欠 で す 。各 分 野 の 専 門 職 の 見 解 等 を 尊 重 し な が ら 、

総 合 的 か つ 効 率 的 に チ ー ム ケ ア が 実 践 さ れ る よ う に ケ ア
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マ ネ ジ メ ン ト を 進 め て い き ま し ょ う 。  

( ｴ )  継 続 的 な 技 能 の 向 上  

介 護 サ ー ビ ス を 取 り 巻 く 環 境 は 日 々 変 わ り ま す 。 社 会

環 境 や 価 値 観 の 変 化 、介 護 保 険 や 社 会 保 障 等 の 制 度 改 正 、

市 の 新 た な 施 策 や 地 域 資 源 等 、 以 前 に 習 得 し た 知 識 や 技

術 だ け で は 、 利 用 者 の ニ ー ズ に 十 分 対 応 で き る と は 言 え

ま せ ん 。 研 修 を は じ め 様 々 な 機 会 を 捉 え た 知 識 の 習 得 に

加 え 、専 門 職 同 士 の（ 地 域 ）交 流 を 通 じ た 情 報 収 集 等 の 自

己 研 鑽 を 心 が け ま し ょ う 。  
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青 梅 市 指 定 居 宅 介 護 支 援 等 の 事 業 の 人 員 お よ び 運 営 に

関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 一 部 抜 粋 ）  

（ 基 本 方 針 ）  

第 ２ 条  指 定 居 宅 介 護 支 援 （ 法 第 4 6条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定

居 宅 介 護 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 事 業 は 、 要 介 護 状 態

と な っ た 場 合 に お い て も 、 そ の 利 用 者 が 可 能 な 限 り そ の 居

宅 に お い て 、 そ の 有 す る 能 力 に 応 じ 自 立 し た 日 常 生 活 を 営

む こ と が で き る よ う に 配 慮 し て 行 わ れ る も の で な け れ ば な

ら な い 。  

２  指 定 居 宅 介 護 支 援 の 事 業 は 、 利 用 者 の 心 身 の 状 況 、 そ の

置 か れ て い る 環 境 等 に 応 じ て 、 利 用 者 の 選 択 に も と づ き 、

適 切 な 保 健 医 療 サ ー ビ ス お よ び 福 祉 サ ー ビ ス が 、 多 様 な 事

業 者 か ら 、 総 合 的 か つ 効 率 的 に 提 供 さ れ る よ う 配 慮 し て 行

わ れ る も の で な け れ ば な ら な い 。  

３  指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 は 、 指 定 居 宅 介 護 支 援 の 提 供 に

当 た っ て は 、 利 用 者 の 意 思 お よ び 人 格 を 尊 重 し 、 常 に 利 用

者 の 立 場 に 立 っ て 、 利 用 者 に 提 供 さ れ る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス

等 が 特 定 の 種 類 ま た は 特 定 の 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 等 に

不 当 に 偏 す る こ と の な い よ う 、 公 正 中 立 に 行 わ れ な け れ ば

な ら な い 。  

４  指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 は 、 事 業 の 運 営 に 当 た っ て は 、

青 梅 市 、 法 第 1 1 5 条 の 4 6 第 １ 項 に 規 定 す る 地 域 包 括 支 援 セ

ン タ ー 、 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 3 8 年 法 律 第 1 3 3 号 ） 第 2 0 条 の ７

の ２ に 規 定 す る 老 人 介 護 支 援 セ ン タ ー 、 他 の 指 定 居 宅 介 護 支

援 事 業 者 、 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 、 介 護 保 険 施 設 、 指 定 特

定 相 談 支 援 事 業 者 等 と の 連 携 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  
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イ  主 任 介 護 支 援 専 門 員  
介 護 保 険 法 の 改 正 に 伴 い 、 経 過 措 置 は あ る も の の 、 居 宅

介 護 支 援 事 業 所 の 管 理 者 は 主 任 介 護 支 援 専 門 員 で あ る こ と

が 必 須 条 件 と な っ て い ま す 。  

主 任 介 護 支 援 専 門 員 は 、 事 業 所 の 管 理 ・ 運 営 だ け で な

く 、 自 ら も ケ ア マ ネ ジ メ ン ト を 実 践 し な が ら 、 地 域 の 他 の

ケ ア マ ネ ジ ャ ー へ ス ー パ ー バ イ ズ を 行 い 、 地 域 全 体 に お け

る ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 質 の 向 上 に 努 め て い く 必 要 が あ り ま

す 。  

そ の た め 、 利 用 者 等 の 問 題 や 地 域 課 題 の 把 握 、 適 切 な 指

導 等 と い っ た 技 術 の 向 上 に 加 え 、 地 域 ケ ア 会 議 へ の 参 画 や

社 会 資 源 の 開 発 、 ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 等 の 活 動 を 行 い な が

ら 、 自 ら の 資 質 を 高 め て い く こ と が 求 め ら れ ま す 。  

( 4 )  介 護 サ ー ビ ス 事 業 者 等 に 求 め ら れ る こ と  

サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 で 合 議 を 得 た ケ ア プ ラ ン に 基 づ き 、 サ

ー ビ ス の 個 別 援 助 計 画 を 作 成 し ま す 。 個 別 援 助 計 画 は 、 生 活

課 題 の 解 決 方 法 、 ケ ア プ ラ ン と の 連 動 、 医 療 機 関 の 連 携 等 を

考 え な が ら 、 多 職 種 で 連 携 し て 作 成 し 、 利 用 者 が 理 想 と す る

生 活 像 に ア プ ロ ー チ で き る よ う に 目 標 を 設 定 し ま す 。  

【 ポ イ ン ト 】  

サ ー ビ ス 事 業 者 は 利 用 者 に 関 わ る 機 会 が 多 い た め 、 体 調

や 環 境 の 変 化 等 が あ れ ば 、 ケ ア マ ネ ジ ャ ー 等 へ 適 宜 報 告 ・

連 絡 す る こ と が 必 要 で す 。  

ま た 、 ケ ア プ ラ ン 原 案 を 作 成 す る 際 は 、 達 成 度 を 測 る こ

と が で き る 目 標 を 設 定 し 、 ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス 等 に て 、

サ ー ビ ス の 内 容 が そ の 目 標 の 達 成 に 向 け て 適 切 な 内 容 と な

っ て い る か 確 認 し ま し ょ う 。 達 成 が 見 込 ま れ る 状 況 の 場 合

は 、 次 な る （ 自 分 ら し い 生 活 に 向 け た ） 目 標 を 、 利 用 者

等 ・ ケ ア マ ネ ジ ャ ー ・ 事 業 者 の チ ー ム で 検 討 し ま し ょ う 。  

( 5 )  利 用 者 等 へ の ア プ ロ ー チ  

自 立 支 援 ・ 重 度 化 防 止 に 向 け た ケ ア マ ネ ジ メ ン ト を 達 成 し

て い く た め に は 、利 用 者 の 理 解 や 協 力 が 不 可 欠 で す 。前 述「 ３
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（ １ ） ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の プ ロ セ ス 」 の 各 段 階 に 応 じ て 適 切

に 対 応 す る こ と が 必 要 で す 。  

特 に 、 利 用 者 に と っ て 初 め て の 相 談 や 利 用 時 の 説 明 は 極 め

て 重 要 で 、 こ の 時 に 利 用 者 が 理 解 し た 内 容 が 介 護 保 険 制 度 の

理 解 そ の も の （ 考 え 方 の 基 本 ） に な る 傾 向 が あ り ま す 。  

そ の た め 、 全 て の 事 業 者 が 、 こ の ガ イ ド ラ イ ン の 趣 旨 を 理

解 し た う え で 利 用 者 へ 対 応 す る こ と が 求 め ら れ ま す 。  

ま た 相 談 や 提 案 に 際 し て は 、 利 用 者 へ の 真 摯 な 姿 勢 を 示 し

な が ら 、 信 頼 関 係 を 築 い て い く こ と も 重 要 で す 。  

【 ポ イ ン ト 】  

利 用 者 等 に 制 度 の 趣 旨 や ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 理 解 を 図 る

時 は 、 各 種 パ ン フ レ ッ ト も 最 大 限 活 用 し て く だ さ い 。  

ま た 、 「 ４ （ １ ） ア  ア セ ス メ ン ト 、 イ  ケ ア プ ラ ン 原

案 の 作 成 」に も 記 載 し て い ま す が 、例 え ば「 ヘ ル パ ー さ ん に

買 物 や 調 理 、掃 除 を お 願 い し た い 」「友 達 が 通 っ て い る デ イ

サ ー ビ ス に 通 所 し た い 」 と い っ た 、 利 用 者 等 の 直 接 的 な 要

望 を ケ ア プ ラ ン に 採 用 す る 場 合 、 利 用 者 の 目 標 や 自 分 ら し

い 生 活 の 実 現 に そ ぐ わ な い 恐 れ が あ り ま す 。 「 こ ん な 暮 ら

し（ 生 活 ）を し た い 。そ の た め に 必 要 な サ ー ビ ス を 使 っ て こ

の よ う に 改 善 で き れ ば 、自 分 の 望 む 暮 ら し の 実 現 に 近 づ く 」

と い っ た 、 自 立 支 援 ・ 重 度 化 防 止 に 向 け た ス ト ー リ ー を 描

け る よ う な 話 し 合 い を 心 が け ま し ょ う 。  

( 6 )  市 の 取 組  

ア  研 修  
    「 ３（ ３ ）ケ ア マ ネ ジ ャ ー お よ び 主 任 介 護 支 援 専 門 員 に 求

め ら れ る こ と 」 に 記 載 し た 技 能 の 習 得 ・ 向 上 に 資 す る 研 修

を 全 事 業 者 向 け に 随 時 実 施 し 、専 門 性 の 向 上 を 支 援 し ま す 。 

イ  ケ ア プ ラ ン 点 検  
ケ ア プ ラ ン 点 検 と は 、ケ ア マ ネ ジ ャ ー が 作 成 し た ケ ア プ

ラ ン が 、ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の プ ロ セ ス を 踏 ま え た「 自 立 支

援 」に 資 す る 適 切 な ケ ア プ ラ ン と な っ て い る か を 、保 険 者

等 が ケ ア マ ネ ジ ャ ー と と も に 検 証 確 認 す る こ と で す 。そ の
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目 的 に は 、 点 検 を 通 じ て ケ ア マ ネ ジ ャ ー の 「 気 づ き 」 を 促

し 、 マ ネ ジ メ ン ト 力 の 向 上 に 資 す る こ と も 含 ま れ ま す 。  

ウ  地 域 ケ ア 会 議  
地 域 ケ ア 会 議 は 、 介 護 保 険 法 第 １ １ ５ 条 の ４ ８ で 定 義 さ

れ て お り 、 青 梅 市 が 設 置 し 、 行 政 職 員 を は じ め 、 地 域 の 医

療 ・ 介 護 関 係 者 等 で 構 成 さ れ る 会 議 の こ と を 言 い ま す 。  

個 別 ケ ー ス に つ い て 、 多 職 種 か ら の 助 言 を 得 な が ら 、 高

齢 者 の 自 立 支 援 に か か る ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 支 援 、 地 域 包

括 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 、 地 域 課 題 の 把 握 を 通 じ て 、 包

括 的 か つ 継 続 的 な 支 援 を 効 果 的 に 行 う こ と 、 ま た 、 個 の 課

題 か ら 地 域 課 題 へ の 吸 い 上 げ を 行 い 、 地 域 づ く り に 向 け た

課 題 発 見・解 決 に つ な げ て い く こ と を 目 的 と し た 会 議 で す 。 

( 7 )  具 体 的 な ツ ー ル  

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 実 施 に あ た っ て は 、 平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ５

日 付 厚 生 労 働 省 「 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 に お け る

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト （ 第 １ 号 介 護 予 防 支 援 事 業 ） の 実

施 お よ び 介 護 予 防 手 帳 の 活 用 に つ い て 」 に て 例 示 さ れ て い る

「 利 用 者 基 本 情 報 」 等 の 様 式 を 活 用 し て い る 。  

４  ガ イ ド ラ イ ン の 理 解 ・ 普 及 に 向 け て  

利 用 者 の 自 立 支 援・重 度 化 防 止 の 推 進 に あ た り 、本 ガ イ ド ラ イ

ン を 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 は も と よ り 、 事 業 者 お よ び 利 用 者 等 へ

幅 広 く 周 知 し 、理 解 を 図 る こ と が 重 要 で す 。そ の た め 市 内 の 全 事

業 者 を は じ め 、関 係 す る 団 体 、利 用 者 等（ 地 域 住 民 等 を 含 む ）へ

の 普 及 ・ 啓 発 を 行 い ま す 。  
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５  関 係 法 令 ・ 参 考 資 料 等  

  ・ 介 護 保 険 法  
 ・ 介 護 保 険 最 新 情 報 Vo l . 6 8 5「 多 職 種 に よ る 自 立 に 向 け た ケ

ア プ ラ ン に 係 る 議 論 の 手 引 き 」  

（ 厚 生 労 働 省  平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ９ 日 ）  

 ・ 主 任 介 護 支 援 専 門 員 研 修 ガ イ ド ラ イ ン  

（ 厚 生 労 働 省  平 成 ２ ８ 年 １ １ 月 ）  

 ・ 保 険 者 と 介 護 支 援 専 門 員 が と も に 行 う ケ ア マ ネ ジ メ ン ト

の 質 の 向 上 の ガ イ ド ラ イ ン （ 東 京 都  平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ）  

 ・ 「 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 に お け る 介 護 予 防 ケ

ア マ ネ ジ メ ン ト （ 第 １ 号 介 護 予 防 支 援 事 業 ） の 実 施 お よ び

介 護 予 防 手 帳 の 活 用 に つ い て 」  

（ 厚 生 労 働 省  平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ５ 日 ）  

 ・ 居 宅 介 護 支 援 専 門 員 の 手 引 き ・ 改 訂 ３ 版  

（ 東 京 都  平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ）  

 ・ 「 青 梅 市 指 定 居 宅 介 護 支 援 等 の 事 業 の 人 員 お よ び 運 営 に

関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 」  


